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研究成果の概要（和文）：福島原発事故賠償制度の現状を踏まえると、被災者の生活再建および被災地域の再生
に迅速かつ適切に資する、人災ないし人為的要因が寄与する大規模災害全般に応用可能な賠償・補償制度には、
事故抑止機能を重視した責任当事者の無限責任の維持、裁判外紛争処理制度における責任当事者の片面的受諾義
務の法定化、米国のクラスアクションや広域係属訴訟などを参考にした集団的権利回復の手続の導入、弁護士ア
クセスの拡充、賠償・補償対応業務を含む制度全体の検証などが必要である。

研究成果の概要（英文）：Considering the current status of the Fukushima nuclear accident 
compensation system, the crucial things for the compensation system that can be applied to man-made 
disasters or large-scale disasters affected by human factors as well as that may quickly and 
appropriately contribute to rebuilding the lives of disaster victims and revitalizing the affected 
areas include maintenance of unlimited liability of responsible party from the deterrence viewpoint;
 stipulation of responsible party's obligation to accept settlement proposal in alternative dispute 
resolution system; introduction of collective action procedures such as the US class action 
litigation and multidistrict litigation; expansion of the access to lawyers; and comprehensive 
review of the compensation system including compensation handling operations.

研究分野： 環境法、民法（不法行為法）
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では、被災者の生活再建および被災地域の再生に迅速かつ適切に資する、人災ないし人為的要因が寄与す
る大規模災害全般に応用可能な賠償・補償制度のあり方を検討する過程において、福島原発事故賠償制度の実態
を明らかにすることを試み、問題の解消・改善に向けた調査研究を行った。世界各地で大規模災害が多発してい
る現在、福島原発事故賠償制度は大規模災害の賠償・補償制度の一つとして国際的にも注目されており、本研究
成果を国内外で論文・学会報告として公表したことで、学術的・社会的貢献をわずかなりとも果たすことができ
たと考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
世界各地で大規模災害が多発している。「人災」はもとより「自然災害」も予防・復旧・復興

段階において人為的要因と無縁ではなく、原因者の法的責任が問われる事態が生じている。東京
電力福島第一原子力発電所事故後に整備された原子力損害賠償制度は、人災ないし人為的要因
が寄与する大規模災害の賠償・補償制度の一つとして国際的に注目されていた。 
 
２．研究の目的 
本研究は、福島原発事故賠償制度を研究の基軸として、被災者の生活再建および被災地域の再

生に迅速かつ適切に資する、人災ないし人為的要因が寄与する大規模災害全般に応用可能な賠
償・補償制度の一つのあり方を示すことを目的とした。その過程で、福島原発事故その他の人災
ないし人為的要因が寄与する大規模災害を題材に、原因者の法的責任を明らかにし（責任論）、
被害の実態を把握し、回復されるべき損害として法的に構成し（被害・損害論）、被害回復にか
かる賠償・補償方法のあるべき姿を検討した（救済論）。 
 
３．研究の方法 
大規模災害の発生に係る法的責任の研究を行う「責任論班」（研究統括班としても機能させる

ために研究代表者の大坂が責任者を務めた）、被害実態の把握、被侵害法益および損害に係る法
理論の研究を行う「被害・損害論班」、被害回復に係る賠償・補償方法の研究を行う「救済論班」
の体制を組んだ。各班の検討結果の共有のための全体研究会の実施、福島での現地調査・資料収
集等の実施を通じて、国内外の大規模災害全般に応用可能な被害回復や紛争処理の方法等も含
む賠償・補償制度の研究を行った。本研究の成果の一部は国内外で積極的に発信することとした。 
 
４．研究成果 
(1) 東京電力福島第一原子力発電所事故後に行われた原子力損害賠償制度の見直しにおける議
論では、原子力損害賠償における被害者救済手続の機能・役割として、(a)被害者の置かれた心
理的又は経済的な状況等に対応して迅速に救済を図る必要があること、(b)短期間において膨大
な数の請求事案が生じ、これらを同時に解決していく必要があること、(c)多数の事案の内容に
類似性があり、被害者間の公平の確保を図ることが重要であること、(d)原子力損害に関して一
般に被害者の有する専門的知見の水準に配慮し、因果関係の立証負担を軽減する必要があるこ
と、(e)原子力事故の影響が長期にわたる場合には、時間の経過とともに、原子力損害の範囲等
も変わり得ることを踏まえた対応が求められること等の特殊性を有することが挙げられた。こ
れらは、他の大規模災害の被害者救済手続の機能・役割としても重要であると考える。 
 
(2) 東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者が損害賠償を請求する方法は、原子力損害の
賠償に関する法律（以下「原賠法」という）の下で無過失責任を負う東京電力への直接請求、い
わゆる「原賠 ADR」、訴訟提起、の 3通りある。 
① 直接請求において、被害者は、東京電力が用意する請求書類に必要事項を記入し、必要書

類とともに東京電力に提出する。東京電力は、自主賠償基準に照らして被害者に対して賠償すべ
き損害項目・額を判断するが、この自主賠償基準は、基本的には原賠法に基づき文部科学省が設
置した原子力損害賠償紛争審査会（以下「原賠審」という）の「東京電力株式会社福島第一、第
二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」およびその追補（以下
まとめて「中間指針等」という）を受けた内容となっている。原賠法のもと、東京電力は、事故
前に、原子力損害賠償責任が発生する場合に備えて原子力責任保険および政府補償契約を締結
していたが、事故によって生じた被害はあまりに甚大であり、被害者への賠償は、同じく原賠法
に裏付けられた、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下「機構」という）を通じた政府の資金
援助のもとに行われている。 
② 政府はまた、訴訟によらず迅速かつ適正な紛争解決が図られるよう、行政型 ADR 機関であ

る原子力損害賠償紛争解決センターを原賠審の下部機関として設置した。被害者がセンターに
和解仲介の申立てを行うと、センターの総括委員会によって指名された仲介委員ないし仲介パ
ネルが、調査や審理を経て和解仲介案を作成し、東京電力と被害者に提示する。総括委員会は、
中間指針等を踏まえて、多くの申立てに共通する問題点に関して一定の基準を示す「総括基準」
を策定しており、仲介委員は、和解仲介案の作成にあたって中間指針等と合わせて総括基準を参
照する。 
③ 直接請求、原賠 ADR があるにもかかわらず被害者が訴訟に踏み切らざるをえないのには

理由がある。第一に、直接請求では、中間指針等の損害項目以外・賠償期間外の損害について東
京電力が支払に応じる可能性がほとんどないためである。中間指針等は、一定の類型化が可能な
損害項目や範囲を示したものであり、中間指針等に明記されていない損害についても個別具体
的な事情に応じて賠償の対象となることは、原賠審が再三確認してきた。それにもかかわらず、
東京電力は、そうした損害について、基本的に賠償の対象外としてきた。第二に、東京電力の民
法上の過失責任を追及することや国賠法に基づく国の法的責任を追及するには、訴訟によるし
かない。第三に、原発 ADR の紛争解決機能が低下してきたためである。東京電力は、機構から資



金援助を受ける条件として、機構と共同で損害賠償の実施その他の事業の運営及び当該原子力
事業者に対する資金援助に関する計画（特別事業計画）を作成し、内閣府機構担当大臣・文部科
学大臣・経済産業大臣から認定を受けなければならないが、その中で和解仲介案の尊重を誓って
いる。しかし、東京電力が手続を不当に遅延させたり和解仲介案の受諾を拒否したりするケース
が問題となり、2018 年になるとセンターによる集団申立ての打切りが相次いだ。 
 
(3) 事故をめぐって多様な訴訟が個人・集団で提起されているが、事故の発生に係る法的責任と
適正な賠償を求めて提起された集団訴訟は 30 件以上に上り、原告総数は 13,000 名を超える。 
① 東京電力の責任について、民法 709 条の適用は一貫して排除される一方、賠償額の認定に

おいて同社の非難性や過失を考慮するとした判決がある。 
② 国の責任について、電気事業法 40 条等に基づく経済産業大臣の規制権限の有無、本件敷

地高を超える津波の予見可能性に関わる長期評価の信頼性、防潮堤や水密化等の結果回避可能
性が主な争点とされてきたが、最判令和 4・6・17 民集 76 巻 5 号 955 頁は国の責任を否定した。
これを境に、国の責任を否定する下級審判決が続いている。 
③ 原発事故賠償訴訟の特徴の一つは、避難指示区域の避難者を中心に、ふるさとやコミュニ

ティの喪失・変容慰謝料を請求していることである。2021 年 9 月までに 7 件の高裁判決のうち
6件がこの慰謝料を明示的ないし黙示的に認めた。また、避難指示区域外からの避難者について
は、避難開始の合理性および避難継続の合理性が判断されてきた。中間指針等の範囲を超える確
定判決や原賠 ADR の事例を参考に、原賠審は、2022 年 4 月に指針の見直しを含めた対応の要否
の検討に着手し、同年 12 月に第 5次追補を公表した。第 5次追補は、政府による避難指示等に
係る損害ついて、過酷避難状況による精神的損害、相当量の線量地域に一定期間滞在したことに
よる健康不安に基礎を置く精神的損害、精神的損害の増額事由を追加し、日常生活阻害慰謝料及
び生活基盤喪失・変容による精神的損害について第四次追補の内容を全面改訂したが、区域外住
民の損害については、自主的避難等対象区域の避難者・滞在者について若干の上積みを認めるこ
とに留まった。 
 
(4) こうした福島原発事故賠償制度の現状を踏まえて、被災者の生活再建および被災地域の再
生に迅速かつ適切に資する、人災ないし人為的要因が寄与する大規模災害全般に応用可能な賠
償・補償制度にとって重要なことを考えてみたい。 
① 福島原発事故後、原賠法の一部が改正されたが、無限責任が維持される一方、原子力事業

者の損害賠償措置額は据え置かれた。福島原発事故では政府支援の下で賠償が行われてきたが、
支援金の回収源は、需要家の「賠償負担金」（新電力含む全電力事業者が負担する託送料金への
上乗せ）、東京電力含む原子力事業者の「一般負担金」、東京電力の「特別負担金」とされた。将
来の事故においてもこのスキームが踏襲されるのであれば、それは事実上の有限責任化ではな
いか。損害賠償措置額の引き上げに加えて、事故抑止の観点からの賠償資力確保の枠組みの導入
が必要である。 
② 原賠 ADR の実効性を確保するには、和解仲介案の尊重義務は十分でないことが明らかに

なっている。原賠法に、公害紛争処理法に基づく公害 ADR や金融商品取引法に基づく金融 ADR の
ような、受諾義務に関する規定を置くべきである。海外の事例を参考にすると、2010 年のメキ
シコ湾原油流出事故においては、責任当事者の BP が設置した賠償基金について賠償対応業務を
行ったメキシコ湾岸賠償機構（Gulf Coast Claims Facility, GCCF）の決定に不服な者は、(a)GCCF
に再審査を請求するか（１度のみ）、(b)GCCF の異議申立委員会に異議申立てを行うか、(c)アメ
リカ沿岸警備隊による審査を受けるか、(d)訴訟に移行するか、(e)新規に請求し直すこともでき
るとされた。ただし、(b)について、申立者は、確定払請求において 25 万ドル以上を提示されて
いなければならず、BP が申し立てる場合には、支払請求総額が 50 万ドルを超えていなければな
らないとされていた。 
③ 原子力損害賠償制度の見直しの際、クラスアクションに対応する仕組みの導入は見送ら

れた。クラスアクションとは、アメリカの集団訴訟形式であり、共通点を有する一定範囲の集団
（クラス）を代表する原告が訴訟を追行し、その判決効や和解効が訴訟手続や和解手続から離脱
しなかったクラス構成員に対して及ぶものである。日本の集団訴訟のように提訴時点で原告全
員が特定されている必要がない。また、アメリカには、広域係属訴訟(multidistrict litigation)
制度もある。共通の事実問題にかかわる民事訴訟が異なる裁判所に係属した場合に、ディスカバ
リの重複を避けること、事実審理前の決定内容が訴訟間で矛盾しないようにすること、当事者お
よび司法のリソースを保護することを目的として、１つの裁判所に集中化させて、事実審理前手
続を調整・併合して行うことができる。日本国内で福島原発事故賠償訴訟の司法判断が分かれた
原因の一つは、各裁判体で認定する「前提となる事実」が異なるためである。そして、訴訟毎に
編成される原告団・弁護団のリソース、それらの訴訟に統一準備書面で対応する国・東京電力（福
島原発事故賠償制度のリピート・プレイヤー）のリソースには大差がある。 
④ もともと福島第一原発が立地する浜通りエリアは司法過疎地域であった。被害者の弁護

士アクセスが決して十分とはいえないことは、例えば、原賠 ADR の申立人弁護士代理率が、2023
年度までの全体平均で 32.6％、2023 年度に至っては 2.4％に落ち込んだことからも明らかであ
る。対する東京電力の弁護士代理率は 100％である。なお、メキシコ湾原油流出事故賠償制度に
おいて、GCCF は希望者に対して無料の法律サービスの提供を行った。 



⑤ 福島原発事故賠償制度、とりわけ直接請求について、検証の実施が必要である。会計検査
院は東京電力の原子力損害賠償に関する国の支援等の実施状況に関して会計検査報告を 3 回行
ったが、東京電力の賠償対応業務について公開されていない部分が多いうえ、2018 年以降は実
施されていない。メキシコ湾原油流出事故賠償制度においては、GCCF の賠償対応業務について
詳細な検証が行われ、その後のクラスアクション和解基金についても請求管理人による定期的
な業務報告が行われた。 
 
(5) コロナ禍の影響により、研究期間を延長することになったが、その結果、原発事故をめぐる
国の責任を判断した 2022 年 6 月の最高裁判決とその後の展開なども考察対象にできたことで、
大規模災害の責任論、被害・損害論、救済論をより深く研究できることになった。研究期間全体
を通して継続的に開催してきた研究会には、弁護士や他分野の研究者などにも加わっていただ
き、そこでの議論の内容を各自の論文や国内外の学会発表等に反映させることができた。さらな
る検討が必要な部分については、「巨大リスクの顕在化に備えた賠償・補償制度の研究」（21H00671
／23K20577）において引き続き研究していく所存である。 
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